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家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら
届
け
出
を

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日
現
在
の

状
況
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
住
宅
や
倉
庫
な
ど
家
屋
の
一
部
ま
た
は

全
部
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
法
務
局
へ

の
滅
失
登
記
ま
た
は
税
務
課
へ
の
滅
失
届

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
特
に
令
和
２
年

中
の
取
り
壊
し
は
、
手
続
き
を
し
な
い
場

合
、
翌
年
度
も
引
き
続
き
課
税
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

未
登
記
で
家
屋
を
新
増
築
し
た
ら

届
け
出
を

　
家
屋
を
未
登
記
で
新
築
・
増
築
し
た
り
、

売
買
な
ど
に
よ
り
所
有
者
変
更
を
し
た
場

合
は
、
税
務
課
へ
の
届
け
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
建
築
確
認
手
続
き
が
不
要
な
10
㎡
未
満

の
増
築
も
課
税
対
象
で
す
の
で
、
届
け
出

が
必
要
で
す
。

家
屋
の
取
り
壊
し
、
新
増
築
し
た
ら

届
け
出
を

問
税
務
課　
固
定
資
産
税
係　
☎（
２
３
２
）４
９
１
１

　
町
内
で
事
業
を
営
む
個
人
お
よ
び
法
人

が
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
償
却
資

産（
土
地
、
家
屋
以
外
の
資
産
）は
固
定
資

産
税
の
課
税
対
象
で
す
。

　
１
月
１
日
現
在
で
、
町
内
に
所
有
す
る

償
却
資
産
に
つ
い
て
申
告
書
の
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
償
却
資
産
の
例

❶
不
動
産
経
営

駐
車
場
舗
装
、
外
構
工
事
、
植
栽
、

外
灯
、
駐
輪
場
な
ど

❷
農
業

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
、
ロ
ー
タ
リ
ー
、

管
理
機
、
保
冷
庫
な
ど

❸
そ
の
他

パ
ソ
コ
ン
な
ど
電
子
機
器
、
事
業
用
機

材
、
看
板
、
太
陽
光
発
電
設
備
な
ど

■
申
告
期
限　
２
月
１
日
㈪

償
却
資
産
の
申
告
は
２
月
１
日
ま
で

中小企業者などを対象に

令和３年度固定資産税軽減の申請を受け付けます
　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少し
ている中小企業者など（個人事業主も含む）の税負担を軽
減するため、令和３年度分課税に限り、事業用家屋、償
却資産に係る固定資産税を軽減します。
　詳しくは町ホームページや中小企業庁ホームページで
ご確認ください。
■対象者

町内に事業用家屋または償却資産を所有している中小
企業者などで令和２年２月～10月の任意の連続する
３カ月間の事業収入の合計が前年の同期間と比べて
30％以上減少している法人または個人
■対象資産　事業用家屋および設備などの償却資産
■軽減率
❶対前年比減少率が50％以上：全額
❷対前年比減少率が30％以上50％未満：２分の１の軽減
■提出書類
❶軽減申告書（原本）
❷認定経営革新等支援機関などに提出した書類一式（コ

ピー可）

❸令和３年度償却資産申告書一式　　　
※❶と❷に関しては、認定経営革新等支援機関などへの

申請が必要になります。

■申告期限　２月１日㈪
■申し込み・問い合わせ
　税務課　固定資産税係
　☎（232）4911 町公式

ホームページ

問
税
務
課　
固
定
資
産
税
係　
☎（
２
３
２
）４
９
１
１

菊
陽
杉
並
木
公
園
の
区
域
を
拡
張

　
菊
陽
杉
並
木
公
園
を
拡
張
し
ま
す
。
拡

張
す
る
面
積
は
約
３
・
９
ha
、
拡
張
場
所

は
菊
陽
町
総
合
交
流
タ
ー
ミ
ナ
ル
さ
ん
ふ

れ
あ
の
西
側
に
隣
接
す
る
区
域
で
、
新
た

に
総
合
体
育
館
や
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
多
目

的
広
場
な
ど
の
施
設
を
整
備
し
ま
す
。

　
災
害
時
に
は
町
内
全
域
を
対
象
と
す
る

避
難
場
所
と
し
て
活
用
す
る
計
画
で
あ

り
、
現
在
建
設
中
の
防
災
セ
ン
タ
ー（
災

害
対
策
本
部
機
能
）と
、
光
の
森
防
災
広

場（
物
資
の
受
入
配
送
拠
点
）と
と
も
に
防

災
の
３
本
の
柱
と
し
て
、
町
の
防
災
力
を

強
化
し
ま
す
。

　
本
年
度
、
そ
の
公
園
拡
張
区
域
の
造
成

工
事
に
着
工
し
ま
し
た
。

総
合
体
育
館
を
建
設

　
拡
張
す
る
区
域
に
は
、
町
内
最
大
の
指

定
避
難
所
と
な
る
総
合
体
育
館
を
建
設
し

ま
す
。
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー

ナ
に
加
え
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ジ
ム
、
ス
タ

ジ
オ
や
多
目
的
室
な
ど
の
施
設
を
備
え
た

総
合
体
育
館
で
、
令
和
３
年
度
に
建
築
工

事
に
着
工
し
、
令
和
５
年
度
中
の
完
成
を

目
指
し
ま
す
。

　
工
事
期
間
中
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

町
の
防
災
避
難
拠
点
施
設

防
災
公
園（
総
合
体
育
館
）を
整
備
し
ま
す

問
施
設
整
備
課　
総
合
体
育
館
準
備
係　
☎（
２
３
２
）６
５
０
０

菊陽町税務課認定経営革新等
支援機関など

事業者
⑴ 確認依頼

⑵ 認定・申告書発行

⑶ 軽減申告
⑷ 軽減措置

�� �

　町は、㈱イデックスリテール熊本（大津町）と11月24
日、災害時石油類燃料供給協定を締結しました。これは、
大規模災害時に必要な場合、石油類燃料を優先供給して
いただくものです。
　同社の後藤社長が「災害・緊急時エネルギー供給の最
後の砦としての使命感をもって取
り組みます」、後藤町長は「町が
目指す、災害に強い『人・緑 未
来輝く生活都市 きくよう』の実
現に向け、大きなご支援をいただ
いた」と話しました。

災害時石油類燃料供給協定を締結
�� �

　総合計画策定審議会第３回会議を11月19日に菊陽町
役場で開催しました。
　今回の会議では、第６期菊陽町総合計画の将来像や施
策の体系などについて審議が行われました。
　将来像では、町が長年目標としてきた、生活と雇用が
緑の中で共存する「生活都市」について、現在の地方創
生や、持続可能な社会を目指す国連のＳＤＧｓにも通じ
るものであり、第６期も継承し、強化していくことなど
が確認されました。
　次の審議会は１月下旬に開催される予定です。

■問い合わせ
　総合政策課　企画政策係　☎（232）2112

町の将来像などを審議

総合計画策定審議会第３回会議を開催

熊
本
地
震
や
近
年
の
災
害
を
踏
ま
え
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
菊
陽
杉

並
木
公
園
を
災
害
時
の
避
難
拠
点
と
な
る
防
災
公
園
と
し
て
拡
張
整
備
し
ま
す
。

総合体育館完成イメージ図

左：イデックスリテール後藤社長　右：後藤町長

災害時に石油類燃料の
輸送と供給を行うタン
クローリー
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